
 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

１ ホームページ開設等にあたっての市

内業者への外部委託費 

２／３ 創業者の場合 20万円 

創業者以外の新規開設の

場合 15万円 

 

 創業者以外のリニューア

ルの場合 10万円 

 

 

 

（注） 

１ 補助対象経費となるもの 

・新たに開設するホームページの各種コンテンツ・ページ制作等に要する経費 

・既に開設しているホームページのリニューアル等に要する経費 

・ドメイン取得等に要する経費 

・その他市長が必要と認める経費 

２ 補助対象経費とならないもの 

・更新料、保守管理費等、ホームページを作成する際に直接関係しない経費 

・ソフト、機器等（パソコン、デジタルカメラ、スキャナー等）の購入又は賃借等に要す

る経費 

・プロバイダー契約料、サーバー賃借料、通信費等に要する経費 

・自社制作する場合の経費等 

３ 補助対象者に対する補助金の交付は、一会計年度、１回を限度とする。 

５ 国、県その他市以外からの補助金、これに類する収入等がある場合は、その額を対象経費

等から差し引くものとする。 

６ 事業が市の他の補助金交付要綱等において補助の対象事業とされている場合は、この要綱

による補助の対象としない。 

７ 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を補助金額とする。 


